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8月１日現在の推計人口426,482人（男2１１,250人、 女2１5,232人）　世帯数１82,4１2世帯
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　原則として歩道がある道路では歩道を、歩道が無い道路では道路の
右側を通行しましょう。

　道路を横断するときは左右の安全を確認して、横断歩道を渡りま
しょう。道路標識や標示によって斜め横断が可能なスクランブル交差
点を除き、歩行者は斜め横断をしてはいけません。

　青信号が点滅しているときは横断せず、横断中の歩行者は速やかに
横断を終えるか、引き返しましょう。歩行者用信号機が無い場合は、
自動車の信号機の指示に従いましょう。

歩行者の交通ルールを再確認
★歩道や道路の右側を通行しましょう

★信号を守りましょう

★横断歩道を渡りましょう

見て、体験して、交通ルールを守る大切さを学ぼう！
ふじさわ交通安全フェスタ

　と　き　9月22日㈷午後1時～3時
　　　　　※雨天中止
　ところ　秋葉台公園
　内　容
　スタントマンによる交
通事故再現、シートベル
ト着用時の自動車事故の
衝撃体験ほか
　※先着500人にふじキュン♡反射材ストラップをプレゼント
　　します

歩きスマホは危険です
　歩きながら携帯電話やスマートフォンを使用する歩きス
マホが原因で、さまざまな事故が発生しています。また他
人にけがをさせ、多額の賠償責任を負う場合があります。
歩きスマホが習慣化している人は、直ちにやめましょう。

交通ルールとマナーを
守りましょう

歩 行 者 も

安全に配慮して撮影したイメージ写真です(撮影協力　湘南台自動車学校)

　歩行者にも守るべき交通ルー
ルとマナーがあります。安全に
道路を通行するため、改めて確
認してみませんか。
　問い合わせ　防犯交通安全課
☎内線2534、　 （50）8407

カルチャー…2・3面、公民館…4・5面、スポーツ…7面、くらしの情報ガイド…9〜11面

●特集　あなたの子育て応援します…6・7面
市では、妊娠や
出産、育児の悩
みに切れ目なく
対応できるよう、
さまざまな支援
を行っています。

●市民相談のお知らせ…………………8面
市では、市民の
皆さんのさまざ
まな相談に応じ
ています。お気
軽にご利用くだ
さい。

主な内容
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